
教育委員会定例会日程 

令和７年（2025 年）３月 26 日 

１ 開 会 

２ 前回議事録の承認 

３ 議事録署名委員の決定 

４ 協議事項  

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定に基づき教育委員会

の意見を聴くべき事務を定める規則の制定について       （資料１ 保育課） 

５ 議事  

  日程第１  

議案第８号 小田原市新しい学校づくり検討委員会委員の解嘱及び委嘱について    

（教育総務課） 

  日程第２  

   議案第９号 史跡小田原城跡調査・整備委員会委員の委嘱について （文化財課） 

  日程第３  

   議案第 10 号 小田原市郷土文化館条例施行規則の一部改正について  

（生涯学習課） 

  日程第４ 

   議案第 11 号 社会教育主事の任命及び解任について （生涯学習課・文化財課） 

６ 閉 会  



（仮称）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定に基づき

教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則の制定について 

 

１ 規則の制定の背景 

本市では、橘地域に保育施設がない状況や同地域の公立幼稚園の園児数減少を踏まえ、

公立幼稚園２園を統合し、小田原市立下中幼稚園の敷地において、市内では初となる公立

の幼保連携型認定こども園を整備することとし、令和４年１２月付で「（仮称）橘地域認定

こども園整備基本計画」を策定しました。本基本計画に基づき、幼保連携型認定こども園

（以下「認定こども園」という。）を設置し、令和８年４月に開園する予定です。 

本規則は、地方公共団体が設置する認定こども園に関する事務の実施にあたっての教育

委員会からの意見聴取について規定した地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第２７条第１項に基づき制定するものです。 

また、この制定にあたっては、同条第２項の規定により教育委員会の意見を聴くことが

義務付けられていることから、本定例会において意見を聴取するものです。 

 

２ 制定する規則 

（仮称）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定に基づき 

教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則 

 

３ 意見聴取の意義 

認定こども園は、幼稚園と同様に、小学校以降の生活や学習の基礎を培う教育を提供す

る機関であり、その教育課程の実施等に当たっては、教育委員会が所管する幼稚園におけ

る教育との整合や、小学校における教育との接続を図る必要があることから、地方公共団

体の長と教育委員会との緊密な連携・調整が不可欠です。 

このような観点から、地方公共団体の長が、当該地方公共団体が設置する認定こども園

に関する事務のうち、教育課程に関する基本的事項の策定その他の教育委員会の権限に属

する事務と密接な関連を有する事務を行う際に、教育委員会の意見を聴くことが義務付け

られています。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

（幼保連携型認定こども園に関する意見聴取） 

第二十七条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園

に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の

策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有する

ものとして当該地方公共団体の規則で定めるものの実施に当たつては、当該教育委員会

の意見を聴かなければならない。 

２ 地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじ

め、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

資料１ 



４ 制定（案）の内容 

(1) 教育委員会の意見聴取事項 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により、小田原市立 

認定こども園に関する事務について、教育委員会の意見を聴かなければならない事務は 

次に掲げるものとします。 

ア 認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること 

イ 認定こども園の設置、休止及び廃止に関すること 

ウ その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして市長が 

 認めるもの 

 (2) 施行期日 

  本規則は公布日に施行することとします。 

 

５ 県内他市町村の状況 

 (1) 公立幼保連携型認定こども園の設置状況（令和６年４月１日時点） 

   ７自治体１３園（相模原市２園、横須賀市１園、平塚市１園、秦野市５園、 

中井町１園、山北町１園、箱根町２園） 

(2) 「教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則」の規定状況 

  規定が確認できたのは以下４市１町であり、その項目は次のとおりです。 

ア 制定（案）の「ア（教育課程に関する基本的事項の策定）」及び 

「イ（設置、休止及び廃止）」について規定している自治体 

相模原市、横須賀市、平塚市、中井町 

イ 制定（案）の「ア」及び「イ」に加えて「職員の任免その他の 

人事」について規定している自治体 

    秦野市 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

開園 園児募集 

基本設計 実施設計 

解体工事 

 

新築工事 

保育室イメージ 

遊戯室イメージ 

鳥瞰イメージ 

資料１－１ 



認定こども園の概要
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第22条第２項
幼保連携型認定こども園に関する事務の管理・
執行は地方公共団体の⾧の職務権限

第27条第１項
教育委員会の権限に属する事務と密接な関連
を有するものとして規則で定めるものの実施
について、教育委員会の意見聴取を義務付け

資料１－２



議案第 ８ 号 

小田原市新しい学校づくり検討委員会委員の解嘱及び委嘱について 

小田原市新しい学校づくり検討委員会委員の解嘱及び委嘱について、議決を求める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会       

教育長 下 正祐       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市新しい学校づくり検討委員会 委員名簿（案） 

 

       任 期 令和６年（2024年）４月１日～令和８年（2026年）３月 31日 

選出区分 氏  名 備  考 新・再 

学識経験者 内 山 絵美子 小田原短期大学保育学科 準教授 再任 

学識経験者 遠 藤   新 工学院大学建築学部 教授 再任 

学識経験者 久 田 由 佳 株式会社 llinno 代表 再任 

学識経験者 柳 澤   要 千葉大学大学院工学研究院 教授 再任 

住民組織の役員 木 村 秀 昭 小田原市自治会総連合 理事 再任 

児童及び生徒の保

護者等を代表する

者 

中 谷 彰 吾 
小田原市ＰＴＡ連絡協議会 

小学校部会長 
再任 

市立小学校の校長 石 井 美佐子 小田原市立芦子小学校 校長 新任 

市立中学校の校長 富 田 雅 浩 小田原市立城北中学校 校長 新任 

公募市民 木 村 元 彦  再任 

公募市民 山 本 加 世  再任 

 

【臨時委員】 

       任 期 委嘱の日から委員会の調査審議事項の調査審議が終了した日まで 

選出区分 氏  名 備  考 

学識経験者 竹 内 昌 義 東北芸術工科大学デザイン工学部 教授 

 

※区分別五十音順、敬称略。 



議案第 ９ 号 

史跡小田原城跡調査・整備委員会委員の委嘱について 

史跡小田原城跡調査・整備委員会委員の委嘱について、議決を求める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会       

教育長 下 正祐       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



史跡小田原城跡調査・整備委員会委員候補者名簿  

 

（任期 令和７年４月１日～令和９年３月３１日） 

氏 名  職 業 等  専 門  新・再  

浅倉
あさくら

 直美
な お み

 駒沢大学准教授  中 世  再任  

小沢
お ざ わ

 朝
あさ

江
え

 東海大学教授  建築史  再任  

小和田
お わ だ

 哲男
て つ お

 静岡大学名誉教授  中   世  再任  

佐藤
さ と う

 正知
まさとも

 岐阜県文化財保護審議会委員  史 跡  再任  

杉本
すぎもと

 史子
ふ み こ

 東京大学名誉教授  近 世  再任  

宮内
みやうち

 泰之
やすゆき

 恵泉女学園大学准教授  造   園  再任  

宮里
みやざと

 学
まなぶ

 山梨県文化振興・文化財課長補佐  考古学  再任  

栗岡
くりおか

 眞理子
ま り こ

 埼玉県立歴史と民俗の博物館館長  考古学  新任  

福井
ふ く い

 恒
つね

明
あき

 法政大学教授  土木工学  新任  

村木
む ら き

 二郎
じ ろ う

 国立歴史民俗博物館准教授  考古学  新任  

望月
もちづき

 保
やす

宏
ひろ

 静岡古城研究会会長  城郭  新任  

 

 

 



議案第１０号 

小田原市郷土文化館条例施行規則の一部改正について 

小田原市郷土文化館条例施行規則の一部改正について、議決を求める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会       

教育長 下 正祐       
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小田原市郷土文化館条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市郷土文化館条例施行規則（昭和５０年小田原市教育委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

第９条第１項中「小田原市郷土文化館会議室等使用許可申請書」を「小田原市郷土文

化館供用施設使用許可申請書」に改め、同条第２項中「小田原市郷土文化館会議室等使

用許可書」を「小田原市郷土文化館供用施設使用許可書」に改め、同条第３項中「本館

の会議室の使用にあっては当該会議室を使用しようとする日の１月前の日から、松永記

念館及び松永記念館老欅
きょ

荘の施設の使用にあっては当該施設」を「供用施設（条例第５

条第２項に規定する供用施設をいう。以下同じ。）」に改める。 

第１０条第１項中「小田原市郷土文化館会議室等使用取消許可申請書」を「小田原市

郷土文化館供用施設使用取消許可申請書」に、「小田原市郷土文化館会議室等使用許可

書」を「小田原市郷土文化館供用施設使用許可書」に改め、同条第２項中「小田原市郷

土文化館会議室等使用取消許可書」を「小田原市郷土文化館供用施設使用取消許可書」

に改める。 

第１１条第２項中「小田原市郷土文化館会議室等使用料減額・免除申請書」を「小田

原市郷土文化館供用施設使用料減額・免除申請書」に改める。 

第１２条第１号及び第２号中「施設」を「供用施設」に改める。 

第１３条中「会議室等の」を「供用施設の」に、「小田原市郷土文化館会議室等使用

許可取消・中止通知書」を「小田原市郷土文化館供用施設使用許可取消・中止通知書」

に改める。 

様式第５号中「小田原市郷土文化館会議室等使用許可申請書」を「小田原市郷土文化

館供用施設使用許可申請書」に改める。 

様式第６号中「小田原市郷土文化館会議室等使用許可書」を「小田原市郷土文化館供 

用施設使用許可書」に、 
「許第     号 

 年  月  日」 
を 
「 番     号 

  年  月  日」 
に、「会議室等 

の」を「の供用施設の」に改める。 

様式第７号中「小田原市郷土文化館会議室等使用取消許可申請書」を「小田原市郷土

文化館供用施設使用取消許可申請書」に、「施設」を「供用施設」に改める。 

様式第８号中「小田原市郷土文化館会議室等使用取消許可書」を「小田原市郷土文化

館供用施設使用取消許可書」に、「施設」を「供用施設」に改める。 
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様式第９号中「小田原市郷土文化館会議室等使用料減額・免除申請書」を「小田原市

郷土文化館供用施設使用料減額・免除申請書」に改める。 

様式第１０号中「小田原市郷土文化館会議室等使用許可取消・中止通知書」を「小田

原市郷土文化館供用施設使用許可取消・中止通知書」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 
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小田原市郷土文化館条例施行規則の一部を改正する規則 

［改正理由］ 

   小田原市郷土文化館条例の一部改正に伴う所要の整備を行うため改正する。 

［内  容］ 

   小田原市郷土文化館条例が一部改正され、郷土文化館の本館の会議室を廃止する

こととなることに伴い、供用施設の使用許可申請書等の様式等について所要の整備

を行うこととする。（第９条～第１３条及び様式第５号～様式第１０号関係） 

［適  用］ 

   令和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

 



小田原市郷土文化館条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

○小田原市郷土文化館条例施行規則（昭和５０年小田原市教育委員会規則第３号）（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

（使用許可の申請等） （使用許可の申請等） 

第９条 条例第８条第１項の規定による使用の

許可（以下「使用許可」という。）を受けよ

うとする者は、小田原市郷土文化館供用施設

使用許可申請書（様式第５号）により、教育

委員会に申請しなければならない。 

第９条 条例第８条第１項の規定による使用の

許可（以下「使用許可」という。）を受けよ

うとする者は、小田原市郷土文化館会議室等

使用許可申請書（様式第５号）により、教育

委員会に申請しなければならない。 

２ 教育委員会は、使用を許可したときは、小

田原市郷土文化館供用施設使用許可書（様式

第６号）を申請者に交付する。 

２ 教育委員会は、使用を許可したときは、小

田原市郷土文化館会議室等使用許可書（様式

第６号）を申請者に交付する。 

３ 第１項の規定による申請は、供用施設（条

例第５条第２項に規定する供用施設をいう。

以下同じ。）を使用しようとする日の６月前

の日から受け付けるものとする。 

 

３ 第１項の規定による申請は、本館の会議室

の使用にあっては当該会議室を使用しようと

する日の１月前の日から、松永記念館及び松

永記念館老欅
きょ

荘の施設の使用にあっては当該

施設を使用しようとする日の６月前の日から

受け付けるものとする。 

 

（使用の取消しの申請等） （使用の取消しの申請等） 

第１０条 使用許可を受けた者（以下「使用

者」という。）は、当該使用許可に係る使用

の取消しを申請しようとするときは、小田原

市郷土文化館供用施設使用取消許可申請書

（様式第７号）に当該取消しに係る小田原市

郷土文化館供用施設使用許可書を添えて教育

委員会に申請しなければならない。 

第１０条 使用許可を受けた者（以下「使用

者」という。）は、当該使用許可に係る使用

の取消しを申請しようとするときは、小田原

市郷土文化館会議室等使用取消許可申請書

（様式第７号）に当該取消しに係る小田原市

郷土文化館会議室等使用許可書を添えて教育

委員会に申請しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の申請を許可したとき

は、申請した者に小田原市郷土文化館供用施

設使用取消許可書（様式第８号）を交付する

ものとする。 

 

２ 教育委員会は、前項の申請を許可したとき

は、申請した者に小田原市郷土文化館会議室

等使用取消許可書（様式第８号）を交付する

ものとする。 
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（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定により、使用料の減額又は免除

を受けようとする者は、小田原市郷土文化館

供用施設使用料減額・免除申請書（様式第９

号）により、教育委員会に申請しなければな

らない。 

 

２ 前項の規定により、使用料の減額又は免除

を受けようとする者は、小田原市郷土文化館

会議室等使用料減額・免除申請書（様式第９

号）により、教育委員会に申請しなければな

らない。 

 

（使用料の還付基準） 

第１２条 条例第１２条ただし書の規定により

使用料を還付する基準は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、許

可を受けた供用施設の全部を使用できなか

った場合 既納の使用料の全額 

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、許

可を受けた供用施設の一部を使用できなか

った場合 教育委員会が定める額 

(3) （略） 

 

（使用料の還付基準） 

第１２条 条例第１２条ただし書の規定により

使用料を還付する基準は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、許

可を受けた施設の全部を使用できなかった

場合 既納の使用料の全額 

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、許

可を受けた施設の一部を使用できなかった

場合 教育委員会が定める額 

(3) （略） 

 

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等） 

第１３条 教育委員会は、条例第１５条第１項

の規定により使用許可を取り消し、又は供用

施設の使用を中止させるときは、小田原市郷

土文化館供用施設使用許可取消・中止通知書

（様式第１０号）を使用者に交付するものと

する。 

 

第１３条 教育委員会は、条例第１５条第１項

の規定により使用許可を取り消し、又は会議

室等の使用を中止させるときは、小田原市郷

土文化館会議室等使用許可取消・中止通知書

（様式第１０号）を使用者に交付するものと

する。 
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様式第５号（第９条関係） 様式第５号（第９条関係） 

 

 

 

 

様式第６号（第９条関係） 様式第６号（第９条関係） 

 

 

 

 

小田原市郷土文化館供用施設使用許可書 

 

 番     号  

 年  月  日  

 住 所 

 団体名 

 氏 名        様 

 

小田原市教育委員会        □印   

     年  月  日付けで申請のあった郷土文化館の供用施設の使用につい

ては、次のとおり許可します。 

使 用 の 日 時  

使 用 場 所  

使 用 の 目 的  

使 用 の 人 員  

使 用 料  

許 可 条 件  

 

小田原市郷土文化館会議室等使用許可書 

 

許第     号  

 年  月  日  

 住 所 

 団体名 

 氏 名        様 

 

小田原市教育委員会        □印   

     年  月  日付けで申請のあった郷土文化館会議室等の使用について

は、次のとおり許可します。 

使 用 の 日 時  

使 用 場 所  

使 用 の 目 的  

使 用 の 人 員  

使 用 料  

許 可 条 件  
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様式第７号（第10条関係） 様式第７号（第10条関係） 

 

 

 

様式第８号（第10条関係） 様式第８号（第10条関係） 

  

小田原市郷土文化館供用施設使用取消許可申請書 

 

年  月  日  

 

 小田原市教育委員会 様 

 

申請者 住 所             

団体名             

氏 名             

 

 次のとおり申請します。 

既
に
受
け
た

許
可

の
内
容 

許 可 年 月 日  番 号  

使 用 日 時  
許可を受けた供用
施設 

 

使 用 責 任 者 

住 所  

氏 名  

使 用 目 的  

取 消 し の 理 由  

使 用 料 内 訳 別紙計算書のとおり 還 付 使 用 料 円 

そ の 他 必 要 事 項  

 

小田原市郷土文化館会議室等使用取消許可申請書 

 

年  月  日  

 

 小田原市教育委員会 様 

 

申請者 住 所             

団体名             

氏 名             

 

 次のとおり申請します。 

既
に
受
け
た

許
可

の
内
容 

許 可 年 月 日  番 号  

使 用 日 時  許可を受けた施設  

使 用 責 任 者 

住 所  

氏 名  

使 用 目 的  

取 消 し の 理 由  

使 用 料 内 訳 別紙計算書のとおり 還 付 使 用 料 円 

そ の 他 必 要 事 項  

 

小田原市郷土文化館供用施設使用取消許可書 

 

番     号  

年  月  日  

 

        様 

 

小田原市教育委員会 □印  

 

 次のとおり許可します。 

既

に

許
可

し
た

内
容

 

許 可 年 月 日  番 号  

使 用 日 時  
許可を受けた供用 
施設 

 

使 用 責 任 者 

住 所  

氏 名  

使 用 目 的  

取 消 し の 理 由  

使 用 料 内 訳 別紙計算書のとおり 還 付 使 用 料 円 

そ の 他 必 要 事 項  

 

小田原市郷土文化館会議室等使用取消許可書 

 

番     号  

年  月  日  

 

        様 

 

小田原市教育委員会 □印  

 

 次のとおり許可します。 

既

に

許
可

し
た

内
容

 

許 可 年 月 日  番 号  

使 用 日 時  許可を受けた施設  

使 用 責 任 者 

住 所  

氏 名  

使 用 目 的  

取 消 し の 理 由  

使 用 料 内 訳 別紙計算書のとおり 還 付 使 用 料 円 

そ の 他 必 要 事 項  
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様式第９号（第11条関係） 様式第９号（第11条関係） 

  

様式第10号（第13条関係） 様式第10号（第13条関係） 

  

  

小田原市郷土文化館供用施設使用許可取消・中止通知書 

 

番     号  

年  月  日  

 

        様 

 

小田原市教育委員会 □印  

 

 次のとおり通知します。 

交付した許可書 

許 可 年月 日  

番 号  

内 容 □使用許可の取消し □使用の中止 

根 拠 小田原市郷土文化館条例第１５条第１項第 号 

理 由  

使 用 料 

既 納 使用 料 円  

還 付 金 額 円  

備 考  

この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３ 

か月以内に、小田原市長に対して審査請求をすることができます。また、この決定の取消しを求 

める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告 

として（訴訟において市を代表する者は、小田原市教育委員会となります。）提起することがで 

きます。ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する 

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 

小田原市郷土文化館会議室等使用許可取消・中止通知書 

 

番     号  

年  月  日  

 

        様 

 

小田原市教育委員会 □印  

 

 次のとおり通知します。 

交付した許可書 

許可年月日  

番 号  

内 容 □使用許可の取消し □使用の中止 

根 拠 小田原市郷土文化館条例第１５条第１項第 号 

理 由  

使 用 料 

既納使用料 円  

還 付 金 額 円  

備 考  

この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３ 

か月以内に、小田原市長に対して審査請求をすることができます。また、この決定の取消しを求 

める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告 

として（訴訟において市を代表する者は、小田原市教育委員会となります。）提起することがで 

きます。ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する 

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 
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議案第１１号 

社会教育主事の任命及び解任について 

社会教育主事の任命及び解任について、議決を求める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月２６日提出 

 

小田原市教育委員会       

教育長 下 正祐       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

社会教育主事の任命及び解任について 

 

【解任】 

氏   名 所   属 職   名 解 任 年 月 日 

塚本 豊子 生涯学習課 社会教育指導員 令和７年３月 31日 

 

【任命】 

氏   名 所   属 職   名 発 令 年 月 日 

蓑宮 康之 生涯学習課 課長（4/1からの役職） 令和７年４月１日 

鈴木 悟 
文化財課（4/1から

の所属） 
副課長 令和７年４月１日 

 

≪参考≫ 

○社会教育法（一部抜粋） 

（社会教育主事の職務） 

第９条の３ 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、

命令及び監督をしてはならない。 

（社会教育主事の資格） 

第９条の４ 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。 

（１）大学に２年以上在学して６２単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次

に掲げる期間を通算した期間が３年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習

を修了したもの 

イ 社会教育主事補の職にあった期間 

ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他

の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間 

ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある

事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するも

のとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間に該当す

る期間を除く。） 

（２）教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職

にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの 

（３）大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令

で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を

通算した期間が一年以上になるもの 

（４）次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者（第一号及び第二号に掲げる者を除

く。）で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験が

あると都道府県の教育委員会が認定したもの 


